
�愛媛県告示第２２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、大西町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は大西町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、大西町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

平成１６年２月６日金曜日 第１５３０号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 新たに生じた土地の確認（大西町）………………………………１１１

○ 字の区域の変更（ 〃 ）…………………………………………１１１

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（４件）…………………１１１

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（２件）…………１１３

○ 町営土地改良事業の施行の同意（２件）…………………………１１４

○ 町営土地改良事業の計画の変更等の関係書類の縦覧……………１１４

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の

縦覧……………………………………………………………………１１４

○ 収用及び使用の手続の開始…………………………………………１１４

○ 愛媛県普通河川管理条例に基づく認定河川の廃止………………１１５

○ 道路の区域変更（県道新居浜別子山線）…………………………１１５

○ 道路の区域変更（県道城辺高茂岬線）……………………………１１５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………１１５

○ 都市計画の変更（一部変更）案の縦覧……………………………１１６

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………１１６

○ 都市計画事業の認可…………………………………………………１１６

公安委員会規則

○ 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の

一部を改正する規則…………………………………………………１１６

告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

大西町大字脇甲８８２の３から甲８８２の５の地先 ９，３６６．６４

大西町大字大井浜１５４の１、１５４の３、１５４の１１、１
５４の１５、１５４の１８、１５９の６、１５９の９、１８３の３、
１８４の２、１８５の２、１８６及び１８７の２の地先

１２，８３４．２０

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大字
脇

大西町大字脇甲８８２の３から甲８８２の５の
地先公有水面埋立地 ９，３６６．６４

大字
大井浜

大西町大字大井浜１５４の１、１５４の３、１５
４の１１、１５４の１５、１５４の１８、１５９の６、１
５９の９、１８３の３、１８４の２、１８５の２、１
８６及び１８７の２の地先公有水面埋立地

１２，８３４．２０

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ東予店 東予市周布１９０番地
外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の氏名又は名
称

株式会社マルナカ
、株式会社タカラ
ブネ、株式会社つ
るや、株式会社キ
タムラ

株式会社マルナカ
、株式会社タカラ
ブネ、株式会社つ
るや、株式会社キ
タムラ、パン工房
つきはら、株式会
社宮脇書店

平成１４年
２月１日

平成１６年
１月２７日

毎週（火・金）曜日発行 第１５３０号 平成１６年２月６日
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� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２２８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２２９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

西条地方局産業経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ若水店 新居浜市若水町二丁
目６番５号

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１１時

平成１６年
３月１日

平成１６年
１月２７日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４０分から
午後１０時２０分まで

午前８時４０分から
午後１１時２０分まで

マルナカ久保田店 新居浜市久保田町一
丁目甲５０１番地外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１１時

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４０分から
午後１０時２０分まで

午前８時４０分から
午後１１時２０分まで

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ東予店 東予市周布１９０番地
外

大規模小売店舗において小
売業を行う者の開店時刻及
び閉店時刻

開店時刻
午前１０時

閉店時刻
午後１０時

開店時刻
午前９時
閉店時刻
午後１１時

平成１６年
３月１日

平成１６年
１月２７日

来客が駐車場を利用するこ
とができる時間帯

午前９時４０分から
午後１０時２０分まで

午前８時４０分から
午後１１時２０分まで
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�愛媛県告示第２３１号
三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・朝立地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・朝立地区）計画書の写し

� 三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月９日から３月８日まで

３ 縦覧場所

三瓶町役場

�������
�愛媛県告示第２３２号
三瓶町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・垣生地区）

の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・垣生地区）計画書の写し

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに東予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第２３０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び

今治地方局産業経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び今治地方局産業

経済部商工労政課並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

駐車場の自動車の出入口の
数 ６か所 ７か所

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ今治駅前店 今治市大正町一丁目
２番地３外

駐車場の自動車の出入口の
数 ２か所 ３か所 平成１６年

１月２７日
平成１６年
１月２７日
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� 三瓶町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月９日から３月８日まで

３ 縦覧場所

三瓶町役場

�������
�愛媛県告示第２３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、宮窪町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・大崎地区）の施行

に平成１６年１月２３日同意した。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、久万町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・横通地区）の施行に平成１６

年１月２３日同意した。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３５号
大三島町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排

水施設整備事業・大三島地区）の計画の変更は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の

３第５項及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・大三

島地区）変更計画書の写し

� 大三島町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関

する条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年２月９日から３月８日まで

３ 縦覧場所

大三島町役場

�������
�愛媛県告示第２３７号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３４条の３の規定に

より、次のとおり収用及び使用の手続の開始を告示する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道５６号改築工事（五十崎内子拡幅・愛媛県喜多郡

五十崎町大字古田地内）並びにこれに伴う町道及び一級河

川付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 手続が開始される土地

� 収用の手続が開始される土地

愛媛県喜多郡五十崎町大字古田地内

� 使用の手続が開始される土地

愛媛県喜多郡五十崎町大字古田地内

４ 手続が開始される土地を表示する図面の縦覧場所

愛媛県五十崎町役場

�愛媛県告示第２３６号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第

１１２条第１項の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し

、及び２のとおり指定漁船調書を縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成１６年２月６日から同年２月２０日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

（松山地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第
１項の申出をする漁業協同組
合の名称

越智郡大三島町宗方４４７４
楠 岡 通 人

越智郡大三島町口総１３５７
杉 野 喜代彦

越智郡大三島町肥海４９０９
藤 原 善 夫 大 三 島 大三島漁業協同組合

今治地方局管内の加入区 今治地方局産業経済部水産課
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�愛媛県告示第２３８号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局御荘土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

幹流
中ノ谷川

右岸 東宇和郡明浜町大字渡江字中の谷２７１番
１地先から同町大字渡江字屋敷前２１５番
２地先まで

左岸 東宇和郡明浜町大字渡江字中の谷２７５番

２地先から同町大字渡江字東浜外９番地
先まで

幹流
西川

右岸 東宇和郡明浜町大字渡江字宮の後６１１番
地先から同町大字渡江字西浜外１１番地先
まで

左岸 東宇和郡明浜町大字渡江字宮の後６１０番
地先から同町大字渡江字西浜１０２３番１地
先まで

支流
西谷川

右岸 東宇和郡明浜町大字渡江字西谷７６８番地
先から同町大字渡江字寺の前８６８番３地
先まで

左岸 東宇和郡明浜町大字渡江字西谷７６３番地
先から同町大字渡江字カワラ８６２番地先
まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市立川町６４５番５から

同町６２０番３まで

旧 ４．５～１８．０ ０．５５０

新 ４．５～４６．０
１２．０～５３．０

０．５５０
０．７４０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線 南宇和郡西海町船越５４番
旧 ９．４～１３．６ ０．０４３

新 ２０．４～２３．８ ０．０４３

〃 〃
南宇和郡西海町船越５４番から

同町船越３１３番２まで

旧 ４．８～１４．６ ０．２９０

新 ４．８～１４．６
１２．０～９５．０

０．２９０
０．１７０

〃 〃
南宇和郡西海町船越３１３番２から

同町船越３０７番２まで

旧 ５．４～４３．０ ０．０３６

新 １０．２～５０．４ ０．０３６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡西海町船越５４番から

同町船越３０７番２まで
平成１６年２月６日

��������������
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�愛媛県告示第２４２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画を変更したいので、同条第２

項において準用する同法第１７条第１項の規定により、その都

市計画の変更の案を愛媛県庁及び松山市役所において、告示

の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 次の区域内に存する市街化調整区域を市街化区域に変

更する。

松山市 東垣生町の一部

� 次の区域内に存する市街化区域を市街化区域から除外

する。

なし

�������
�愛媛県告示第２４４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定

に基づき、次のように都市計画事業を認可した。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

松山市

２ 都市計画事業の種類及び名称

松山広域都市計画道路事業

３・２・３来住余戸線

３ 事業施行期間

平成１６年２月６日から

平成２３年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

松山市古川西三丁目及び市坪南三丁目地内

� 使用の部分

なし

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１６年２月６日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則の一部を改正する規則

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の�の表肱北交番の項名称の欄及び位置の欄を次
のように改める。

中央交番 大洲市大洲

附 則

この規則は、平成１６年２月２７日から施行する。

�愛媛県告示第２４３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年２月６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５宇局建（開）第５号

平成１６年１月２１日

宇和島市伊吹町字東ノ久保甲１２０１番１、甲１２０１番４、甲１２０２番、甲
１２０３番１、甲１２０４番２、甲１２０５番１及び甲１２０６番１並びに同市同町
字カネツキ田甲１２４７番１及び甲１２４７番４

宇和島市和霊町１２５０番地
一若建設株式会社
代表取締役 中 畑 健 右

１５宇局建（開）第６号

平成１６年１月２７日

宇和島市宮下字長畑甲１５３４番、甲１５３５番２、甲１５３６番、甲１５３７番、
甲１５３７番２、甲１５３８番１、甲１５３８番２、甲１５３９番、甲１５４０番、甲１５
４１番、甲１５４２番、甲１５４３番、甲１５４４番、甲１５４５番、甲１５４６番、甲１５
４７番１、甲１５４７番２、乙１１２番、乙１１３番、乙１１４番１、乙１１４番２、
乙１１５番、乙１１６番、乙１２３番、乙１２４番、乙１２５番、乙１２６番、乙１２７
番及び乙１２８番並びに同市宮下字長坂乙１１７番、乙１１８番１、乙１１８番
２、乙１１９番、乙１２０番、乙１２１番及び乙１２２番並びに同市宮下字谷田
甲１５６４番、甲１５６５番、甲１５６６番、乙１２９番及び乙１３０番並びに同市宮
下字別当甲１４８１番、甲１４８２番、甲１４８３番、甲１４８４番、甲１４９８番、甲
１５３５番１、乙４２番、乙４４番、乙４５番、乙４６番、乙４７番、乙４８番、乙
４９番１、乙５１番１、乙５２番、乙５３番、乙５４番、乙５５番、乙５６番、乙
５７番、乙５８番、乙５９番、乙６０番、乙６１番１、乙６１番２、乙６２番、乙
６９番、乙７０番、乙７１番及び乙７１番２並びに同市別当五丁目甲１４９９番
２、甲１４９９番３、甲１４９９番５、甲１５０７番２及び甲１５０７番８並びに同
市別当六丁目甲１４７８番、甲１４８０番、甲１４８６番、甲１４８７番１、甲１４８７
番２、甲１４８８番、甲１４８９番、甲１４８９番２、甲１４９２番、甲１４９３番、甲
１４９４番、甲１４９５番、乙７３番、乙７３番２及び乙７４番

宇和島市長堀一丁目６番５号
浅田工業有限会社
代表取締役 田 倉 和 忠

１５松局建（開）第２８号

平成１６年１月２７日
温泉郡重信町大字牛渕字横畑１１５８番４及び１１５８番５

温泉郡重信町野田二丁目８番地７
メゾン北野Ａ棟２０１号
大 西 強
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